
討

論

の
ま

と

め

日
本
の
古
代
木
簡
に
関
す
る
研
究
は
、
八
世
紀
の
平
城
宮
木
簡
を
中
心
に
進

め
ら
れ
、
そ
の
研
究
を
大
き
く
支
え
た
の
は
同
時
代
の
正
倉
院
文
書
で
あ
り
、

そ
の
膨
大
な
研
究
蓄
積
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
当
初
は
藤
原
宮
な
ど
に
限
ら
れ

た
七
世
紀
段
階
の
木
簡
も
、
近
年
宮
都
お
よ
び
地
方
木
簡
の
出
土
に
よ
っ
て
、

そ
の
資
料
数
も
増
大
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
に
七
世
紀
木
簡
に
つ
い

て
、
形
態
や
記
載
様
式
な
ど
が
総
括
的
に
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。

七
世
紀
後
半
か
ら
人
世
紀
前
半
の
屋
代
遺
跡
群
の
一
二
六
点
の
木
簡
の
出
土

を
契
機
と
し
て
、
七
世
紀
木
簡
の
特
質
を
総
体
的
に
検
討
し
て
み
た
い
。
な
お
、

七
世
紀
段
階
の
木
簡
の
特
質
は
、
七
世
紀
か
ら
人
世
紀
初
め
の
木
簡
を
そ
の
検

討
対
象
と
す
る
。

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
七
世
紀
の
木
簡
に
つ
い
て
、
そ
の
形
態
と
記

載
様
式
な
ど
、
木
簡
そ
の
も
の
に
関
す
る
テ
ー
マ
と
、
木
簡
に
み
え
る
七
世
紀

の
地
方
社
会
に
つ
い
て
の
討
論
を
進
め
た
。
七
世
紀
の
木
簡
に
つ
い
て
総
括
す

る
初
め
て
の
試
み
で
あ
る
の
で
、
今
後
へ
の
研
究
視
点
の
整
理
に
重
点
を
お
く

こ
と
と
す
る
。

司
会
の
立
場
か
ら
若
子
の
問
題
の
整
理
と
各
報
告
者
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を

再
確
認
し
、
問
題
点
に
つ
い
て
簡
単
に
答
え
て
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
ら
の
あ
ら

ま
し
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
七
世
紀
木
簡
の
形
態

ａ
、
木
簡
の
樹
種

藤
原
宮

・
平
城
宮
出
土
木
簡
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
が
針
葉
樹
材
で
、
そ

の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
ヒ
ノ
キ
で
あ
り
、
他
に
少
々
の
ス
ギ
が
あ
る
と
分

析
さ
れ
て
い
る
。
地
方
木
簡
に
つ
い
て
は
、
近
年
木
簡
の
出
土
例
の
増
加
に
と

も
な
っ
て
、
よ
う
や
く
本
格
的
な
樹
種
同
定
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
。
そ
の
結
果
、
地
方
木
簡
は
予
想
以
上
に
樹
種
が
多
様
に
及
ん
で
い
る
こ
と

が
判
明
し
た
。

屋
代
遺
跡
群
木
簡
に
つ
い
て
、
寺
内
報
告
で
は
、
四
二
点
樹
種
同
定
し
た
が
、

四
〇
点
は
ヒ
ノ
キ
属
サ
ワ
ラ
、
二
点
は
モ
ミ
属
で
あ
り
、
木
製
祭
祀
具
も
サ
ワ

ラ
、
長
野
県
北
部
の
積
雪
地
帯
に
は
、
ヒ
ノ
キ
の
植
生
が
認
め
ら
れ
な
い
と
さ

れ
た
。
な
お
参
考
ま
で
に
、
宮
城
県
多
賀
城
市
山
王
遺
跡
出
土
木
簡

一
四
点
の

樹
種
同
定
結
果
は
次
の
と
お
り
で
あ
る

（宮
城
県
教
育
委
員
会

『山
王
遺
跡
Ⅲ
Ｉ

仙
塩
道
路
建
設
関
係
発
掘
調
査
報
告
書
―
多
賀
前
地
区
遺
物
編
』
一
九
九
六
年
）。

サ
ワ
ラ
２

・
ヒ
ノ
キ
３
ｏ
モ
ミ
属
５
ｏ
ク
リ
ー
・
エ
ゴ
ノ
キ
属
１

・
不
明
２

こ
れ
ら
の
傾
向
は
地
方
か
ら
宮
郭
へ
の
貢
進
札
は
材
質
を
十
分
に
選
別
す
る
の

に
対
し
、
地
方
官
行
内
に
お
い
て
は
、
手
近
な
材
を
広
範
囲
に
使
用
し
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

ｂ
、
形
態
分
類

①
屋
代
遺
跡
群
の
場
合
、
七
世
紀
後
半
か
ら
入
世
紀
初
頭
の
木
簡

（第
五
・
四

水
田
面
対
応
層
出
土
）
に
は
、
〇
三
＊
型
式
、
○
工
＊
型
式
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
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み
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
郡
郷
里
制
下

（第
三
水
田
面
対
応
土
）
に
は
○

三
＊
・
〇
五
＊
型
式
の
も
の
が

一
人
点
も
認
め
ら
れ
る
。

②
記
録
簡
を
除
く
と
、
文
書
木
簡
は

一
行
書
き
で
、
木
簡
の
幅
は
お
お
よ
そ
二

〇
―
三
九
鰤
で
あ
る
。

ｃ
、
廃
棄

通
常
、
文
書
木
簡
は
、
使
用

。
保
管
を
経
て
廃
棄
段
階
で
意
図
的
に
刃
物
を

入
れ
、
割
っ
た
り
折
っ
た
り
し
て
廃
棄
す
る
事
例
が
多
く
確
認
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
付
札
で
は
顕
著
な
例
を
聞
か
な
い
。

と
こ
ろ
が
鶴
見
報
告
に
よ
る
と
、
飛
鳥
京

・
藤
原
宮
本
簡
の
付
札
の
な
か
に
、

文
書
木
簡
と
同
様
に
縦
割
り
に
し
て
廃
棄
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
三
上
喜
孝
氏

（日
本
学
術
振
興
会
研
究
員
）
は
文
書
と
付
札
の
廃
棄
法

が
同
様
で
あ
る
点
の
意
味
を
問
う
た
が
、
鶴
見
氏
は
現
段
階
で
は
事
例
の
確
認

に
と
ど
ま
る
と
回
答
し
た
。

二
、
七
世
紀
木
簡
の
記
載
様
式

ａ
、
記
録
木
簡

七
世
紀
段
階
の
木
簡
で
は
、
記
録
簡
が
目
立
っ
て
い
る
。

舘
野
氏
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
木
簡
は
主
に
官
司

（官
人
）
間
の
上
申

・
下
達

お
よ
び
官
司
に
お
け
る
記
録
の
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
使
用
を
開
始
し
、

と
く
に
官
司
に
お
け
る
記
録
と
し
て
使
わ
れ
始
め
た
。
そ
れ
は
文
書

（紙
も
木

簡
も
）
は
、
日
頭
で
処
理
さ
れ
た
部
分
が
多
い
が
、
記
録
は
日
頭
で
は
処
理
し

き
れ
な
い
部
分
が
多
く
、
そ
の
点
で
木
簡
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
す
る
。

紙
に
よ
る
記
録
が
未
確
立
ゆ
え
に
本
簡
が
用
い
ら
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
本

簡
の
特
性
を
生
か
し
た
使
わ
れ
方
を
し
た
の
か
、
具
体
的
木
簡
資
料
の
分
析
を

通
し
て
、
今
後
十
分
に
検
討
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。

ｂ
、
文
書
木
簡
の
記
載
様
式

鐘
江
報
告
で
は
、
七
世
紀
の
文
書
木
簡
は

一
行
書
き
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

八
世
紀
以
降
の
文
書
木
簡
で
は
、
ニ
ー
三
行
書
き
が
目
立
っ
て
い
る
と
い
う
注

目
す
べ
き
指
摘
が
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
三
上
喜
孝
氏
か
ら
、
七
世
紀
の

一
行
書
き
木
簡
に
つ
い
て
は

か
つ
て
岸
俊
男
氏
が
中
国
の
冊
書
の
影
響
を
考
え
ら
れ
た
が
、　
一
行
書
き
木
簡

の
淵
源
と
し
て
冊
書
の
影
響
は
想
定
で
き
な
い
か
と
い
う
質
問
が
あ
っ
た
。

鐘
江
氏
は
、　
一
行
書
き
は
音
声
を
直
線
的
に
筆
記
し
た
か
ら
と
理
解
で
き
る

と
し
、
さ
ら
に
司
会
の
平
川
は
、　
一
行
書
き
が
入
世
紀
に
は
い
る
と
、
二
行
書

き

。
三
行
書
き
と
変
わ
る
が
、
二
行
書
き

。
三
行
書
き
も
実
は

一
行
の
幅
が

一
。
人
伽
、
二

。
一
伽
と
規
格
性
が
あ
る
、
す
な
わ
ち

一
行
簡
を
二
行
ま
た
は

三
行
連
ね
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
点
か
ら
中
国
の
冊
書
の

一
行
書
き
を
基
本
と

し
て
い
る
と
判
断
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
コ
メ
ン
ト
し
た
。

ｃ
、
千
支
年
表
記

七
世
紀
木
簡
の
特
色
で
あ
る
千
支
年
表
記
に
つ
い
て
、
屋
代
遺
跡
群
第
四
六

号
木
簡
は
、

。
「乙
丑
年
十
二
月
十
日
酒
入

。
「他
田
舎
人
古
麻
呂



と
あ
り
、
「
乙
丑
年
」
を
六
六
五
年
に
あ
て
た
場
合
、
年
紀
を
記
し
た
も
の
と

し
て
は
、
地
方
木
簡
の
中
で
は
最
古
と
な
る
が
、
そ
の
出
土
遺
構
も
含
め
て
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
資
料
で
あ
る
。

こ
の

「
乙
丑
年
」
は
、
天
智
天
皇
四
年

（六
六
五
）
と
神
亀
二
年

（七
二

五
）
の
ど
ち
ら
か
が
該
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
四
六
号
木
簡
は
、
八
世
紀
前
半

の
第
三
水
田
面
湧
水
溝
の
埋
め
戻
し
土
か
ら
出
土
し
た
。
考
古
学
的
に
み
て
、

古
い
時
期
の
遺
物
が
掘
り
返
し
な
ど
に
よ
っ
て
新
し
い
時
期
の
層
位
に
混
入
す

る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
第
三
水
田
面
の
木
簡
は
、
年
紀
も
み
ら
れ
る
も
の
は

い
ず
れ
も
年
号
を
使
用
し
て
お
り
、
養
老

・
神
亀
の
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
全

国
的
に
み
て
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
木
簡
に
お
け
る
干
支
年
紀
の
例
で
は
人

世
紀
に
下
る
も
の
は
な
い
。
本
遺
跡
で
は
、
七
世
紀
代
の
数
多
く
の
木
簡
が
出

土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
四
六
号
木
簡
を
孤
立
し
た
資
料
と
し
て
扱
う
必
要

は
な
い
。
こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
み
て
、
「乙
丑
年
」
は
神
亀
二
年
よ
り
も
天
智

天
皇
四
年

（六
六
五
）
に
比
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う

（長
野
県
埋
蔵
文
化
財

セ
ン
タ
ー

『長
野
県
屋
代
遺
跡
群
出
土
木
簡
』
一
九
九
六
年
）。

笹
山
晴
生
氏

（学
習
院
大
学
）
の
質
問
は
、
偉
田
報
告
に
対
し
て
無
姓
の
者

へ
の
付
姓
が
庚
午
年
籍
を
機
に
行
わ
れ
た
と

一
般
的
に
考
え
ら
れ
、
屋
代
遺
跡

群
の
四
六
号
木
簡
の

「他
田
舎
人
古
麻
呂
」
に
み
ら
れ
る

「舎
人
」
姓
な
ど
は

か
な
り
特
殊
な
も
の
で
、
庚
午
年
籍
の
段
階
で
付
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
偉
田
氏
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
た
。

四
六
号
木
簡

「他
田
舎
人
古
麻
呂
」
は
明
確
に
年
紀

「
乙
丑
年
」
が
記
さ
れ
、

こ
の
干
支
年
に
つ
い
て
は
先
述
の
と
お
り
の
根
拠
に
よ
り
、
六
六
五
年
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
庚
午
年
籍
の
作
製

（六
七
〇
年
）
に
先
行

し
、
舎
人
姓
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
平
野
邦
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
無
姓
者
に

氏
姓
が
与
え
ら
れ
て
い
く
契
機
と
し
て
、
個
別
人
身
賦
課
の
浸
透
が
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
、
具
体
的
に
は
造
籍
を
重
視
さ
れ
、
特
に
天
智
朝
の
庚
午
年
籍
に
よ

っ
て
、
無
姓
者
の
有
姓
化
が
大
幅
に
進
め
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
は
、
地
方
豪
族
が
大
玉
の
宮
に
奉
仕
し
、
そ
の
宮
号
を
冠
す
る
舎

人
姓

「金
刺
舎
人
」
「他
田
舎
人
」
な
ど
は
、
地
方
に
お
い
て
は
　
比
較
的
早

く
付
さ
れ
、
そ
の
の
ち
庚
午
年
籍
の
作
製
段
階
で
、
無
姓
者
の
有
姓
化
が
推
進

さ
れ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

七
世
紀
の
木
簡
に
つ
い
て
、
各
氏
の
報
告
は
形
態
や
記
載
様
式
な
ど
の
総
体

的
特
徴
を
抽
出
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
こ
の
観
点
に
た
っ
て
、
全
体
的
に
十

分
に
議
論
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
今
後
の
七
世
紀
の
木
簡
研
究
に

お
い
て
は
、
従
来
の
釈
文

・
内
容
そ
の
も
の
に
限
定
し
た
関
心
に
と
ど
ま
ら
ず
、

木
簡
の
形
状

・
割
付
、
製
作
や
廃
棄
技
法
な
ど
、
資
料
そ
の
も
の
の
検
討
を
欠

か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
な
か
で
、
七
世
紀
お
よ
び
そ
れ
以
降
の
木
簡
の

特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

（平
川
　
南
）
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三
、
木
簡
に
み
え
る
七
世
紀
の
地
方
社
会

続
い
て
、
七
世
紀
の
木
簡
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
検
討
を
離
れ
て
、
討
論
の

議
題
を
七
世
紀
の
木
簡
か
ら
う
か
が
え
る
地
方
社
会
の
実
像
に
つ
い
て
の
検
討

に
移
し
た
。

ま
ず
、
『論
語
』
の
本
文
を
記
載
し
た
七
世
紀
前
半
に
さ
か
の
ぼ
る
木
簡
や
、

「
五
十
戸
」
記
載
の
み
ら
れ
る
木
簡
が
新
た
に
見
つ
か
っ
た
徳
島
県
徳
島
市
の

観
音
寺
遺
跡
出
土
木
簡
に
つ
い
て
、
釈
読
に
当
た
っ
た
和
田
率
氏

全
爪
都
教
育

大
学
）
か
ら
の
報
告
を
得
た
。
観
音
寺
遺
跡
出
土
木
簡
の
概
要
と
と
も
に
、
和

田
氏
は
、
観
音
寺
遺
跡
の
立
地
に
つ
い
て
、
近
く
に
有
力
古
墳
や
養
老
七
年

（七
一
〓
一）
の
阿
波
回
造
碑
が
所
在
す
る
国
造
粟
凡
直
氏
の
本
拠
地
に
し
て
、

の
ち
に
阿
波
国
府
が
置
か
れ
る
地
で
あ
り
、
水
辺
の
祭
祀
遺
物
と
と
も
に
木
簡

が
出
土
す
る
こ
と
な
ど
、
同
じ
七
世
紀
木
簡
が
出
土
す
る
遺
跡
と
し
て
の
信
濃

国
の
屋
代
遺
跡
群
と
阿
波
国
の
観
音
寺
遺
跡
と
の
歴
史
的
背
景
の
共
通
性
を
指

摘
さ
れ
た
。
な
お
、
遺
跡
の
調
査
概
要
に
つ
い
て
、
藤
川
智
之
氏

（徳
島
県
埋

蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）
か
ら
の
補
足
が
あ
っ
た
ほ
か
、
当
日
は
、
徳
島
県
埋
蔵
文

化
財
セ
ン
タ
ー
の
ご
厚
意
に
よ
り
、
観
音
寺
遺
跡
出
土
木
簡
の
一
部
の
写
真
が

展
示
さ
れ
、
検
討
の
機
会
が
得
ら
れ
た
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
屋
代
遺
跡
群
と
国
造
と
の
関
係
を
め
ぐ
り
、
義
江
彰
夫

氏

（東
京
大
学
）
か
ら
、
屋
代
遺
跡
群
近
く
に
伝
存
す
る
国
造
関
係
民
俗
伝
承

に
つ
い
て
の
紹
介
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
雨
宮
坐
日
吉
神
社
の
例
大
祭

の
折
、
弓
張
石
で
弓
を
張
り
、
森
将
軍
塚
古
墳
に
向
け
て
矢
を
射
、
日
吉
神
社

正
門
前
の
璽
石
の
前
で
国
造
踊
り
を
舞
う
。
さ
ら
に
、
雨
宮
村

（遺
跡
の
南
束

方
向
の
自
然
堤
防
上
）
に
は

『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
四
年

（八
六
三
）
三
月
二

〇
日
条
に
み
え
る

「埴
科
郡
大
領
金
刺
舎
人
正
長
」
の
館
跡
が
存
在
し
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
南
部
昇
氏

（北
海
道
大
学
）
か
ら
は
、
屋
代

遺
跡
群
出
土
木
簡
に
み
ら
れ
る
人
名
の
姓
に
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い

な
い
も
の
が
多
い
こ
と
へ
の
注
意
を
喚
起
す
る
発
言
が
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
各
報
告
者
か
ら
今
回
の
研
究
集
会
を
受
け
て
総
括
的
発
言
を
い
た

だ
き
、
司
会
の
方
か
ら
討
議
全
体
に
つ
い
て
の
簡
単
な
ま
と
め
を
行
っ
た
。

「木
簡
に
み
え
る
七
世
紀
の
地
方
社
会
」
と
い
う
後
半
の
議
題
に
つ
い
て
は
、

討
論
時
間
が
押
し
詰
ま
っ
て
あ
ま
り
余
裕
あ
る
討
論
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
屋

代
遺
跡
群

・
観
音
寺
遺
跡
な
ど
、
七
世
紀
代
の
木
簡
が
地
方
の
遺
跡
か
ら
続
々

と
出
土
し
は
じ
め
た
こ
と
が
、
律
令
国
家
確
立
過
程
の
歴
史
を
中
央

・
在
地
の

両
面
か
ら
解
明
す
る
上
で
非
常
に
重
要
な
史
料
提
供
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
検
討
に
あ
た
っ
て
課
題
と
な
る
問
題
点
を
多
く
の
参
加
者
が

共
通
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
前
半
の
討
議
に
よ
る
七

世
紀
木
簡
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
基
礎
的
事
項
の
共
通
認
識
と
合
わ
せ
て
、
木

簡
研
究
の
上
で
大
き
な
成
果
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
今
後
、
今
回
の
特
別
研

究
集
会
の
成
果
を
基
盤
と
し
て
、
さ
ら
に
事
例
が
増
す
で
あ
ろ
う
新
出
木
簡
を

ふ
く
め
て
、
七
世
紀
木
簡
に
つ
い
て
の
研
究
が
大
き
く
展
開
し
て
い
く
こ
と
に

な
ろ
う
。

（佐
藤
　
信
）


